
 

花巻市では、市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）または私立幼

稚園で働く保育士等の皆さまを応援する事業を行っています。家賃補助、奨学金返済支援補助、保育料

減免・補助、再就職・新卒貸付の対象者について、令和５年度までに雇用された方を令和６年度までに

雇用された方へ延長し、対象者に私立幼稚園に勤務する方を加えました。花巻市のこどもの未来のため

に活躍する皆さまをお待ちしています。 

 

 

○ 補助の対象となる方は、次の要件をいずれも満たす方です。 

 （１）花巻市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）または私立幼稚園に勤

務し、１日当たり６時間以上、かつ、１月当たり 20 日以上保育業務等に従事する保育士等の方 

（２）市内に住所がある方 

（３）本人が契約する賃貸住宅に居住している方 

（４）独身で単身世帯の方又はひとり親で 19 歳未満の子どもとのみ同居する方 

（５）令和７年 3 月１日までに雇用（新採用・中途採用問わず）され、雇用されてから３年以内の方 

  ※ 補助金交付対象期間は令和９年３月３１日までとなります。 

○ 補助額 月額家賃 42,000 円を上限として、勤務先からの住宅手当を差し引いた額に対象月数を乗

じ、補助率 1/2 を乗じた額。 

 【補助額の例】月額家賃 42,000 円、住宅手当 0 円、対象月数 12 か月（４月～３月）の場合 

  42,000 円×12 か月×補助率 1/2＝252,000 円（年額） 

 

 

○ 補助の対象となる方は、次の要件をいずれも満たす方です。 

（１）花巻市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）または私立幼稚園に勤

務し、１日当たり６時間以上、かつ、１月当たり 20 日以上保育業務等に従事する保育士等の方 

（２）奨学金を利用して資格を取得した方 

（３）自ら奨学金を返済している方 

（４）年度末まで継続して勤務（同一年度は同一法人施設で勤務）する方 

（５）補助金の交付を受けようとする期間において奨学金を対象とした類似の補助を受けていない方 

（６）令和７年３月１日までに雇用された方 

※ 補助金交付対象期間は令和 10 年２月 28 日までとなります。 

○ 補助の対象となる奨学金は、日本学生支援機構奨学金（第一種・第二種）、あしなが育英会奨学金、交

通遺児育英会奨学金、伊藤育英会奨学金、生活福祉資金貸付制度における教育支援資金（教育支援費・就

学支度金）、母子父子寡婦福祉資金（修学資金・就学支度資金）等です。 

○ 補助対象期間 36 か月間 

○ 補助額 １月あたり返済額上限 20,000 円×月数×補助率 1/2（年度毎に交付） 

  

  

○ 補助の対象となる方は、次の要件をいずれも満たす方です。 

（１）花巻市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）に勤務し、 

   保育業務に従事する保育士の方 

（２）花巻市の奨学金を返還している方 

（３）昨年度の市税（市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）に滞納がない方 

（４）３か月以内に市奨学金の返還に滞納がない方 

○ 補助額 返還額の半額 

○ その他 

社会人になったら一人暮らしをしたい、実家からは通えないという皆さんへ。 
花巻市の奨学金返還金補助に加えて、各種奨学金も対象に補助します。 

花巻市の奨学金を返還している方が対象です。 
裏面に続きます 



   奨学金返済支援補助は、市の奨学金を対象としていないため、市の奨学金返還金の補助についてはこち

らの補助を利用してください。日本学生支援機構奨学金など奨学金返済支援補助の対象奨学金と市の奨学

金を併用している場合は、それぞれ補助を受けることができます。 

 

 

○ 補助の対象となる方は以下の方です。 

（１）花巻市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）または私立幼稚園に勤

務し、週 20 時間以上保育業務等に従事する保育士等の方 

（２）令和７年３月１日までに雇用された方 

※ 補助金交付対象期間は令和７年３月 31 日までとなります。 

○ 減免・補助額 月額 第１子 10,000 円 

ただし、保育料がそれ以下の場合は、実際の保育料の額とします。 

 

 

○ 貸付の対象となる方は以下の方です。 

花巻市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）または私立幼稚園に再就

職し保育業務等に週２０時間以上従事する保育士等の方で、（１）と（２）の両方を満たす方 

 （１）資格取得後、１年以上経過した方 

（２）保育施設等を離職後、①または②の期間を経過した方。または、勤務経験がない方  

①花巻市内の保育施設等を離職後、3 か月経過した方  

②花巻市外の保育施設等を離職した方は経過期間問わず 

  （３）令和７年３月１日までに雇用された方 

○ 貸付額 １人１回限り 100,000 円 使途は問いません 

 

 

○ 貸付の対象となる方は以下（１）～（４）のすべてを満たす方です。 

（１）保育士養成施設、専修学校、短期大学または大学等を修了してから１年以内の方 

 （２）花巻市内の私立認可保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）または私立幼稚園に新

たに就職された方 

 （３）１日６時間以上かつ月２０日以上従事する方 

 （４）令和７年３月１日までに雇用された方 

○ 貸付額 １人１回限り 200,000 円 使途は問いません。 

働きながら子育てする保育士さんを応援、産休・育休中も対象です。 
 詳しくは、担当へお問い合わせください 

【お問い合わせ先】 

 花巻市教育委員会こども課子育て支援係  

〒028-316３ 

花巻市石鳥谷町八幡 4-161 （石鳥谷総合

支所２階） 

 ☎ 0198-41-3149 

※ふるさと保育士確保事業補助は、 

学務管理課管理係 ☎ 0198-41-3143 

１年間勤務で返還が免除になります。 
新卒の方を応援！  
２０万円の貸付金が１年間勤務で返済免除になります。 

Ｎｅｗ！ 
花巻市では、市内の保育所や認定こども園等への就職や復

職を希望する方へ向けて、施設情報や求人情報を提供する

花巻市保育士等就職支援サイト「保育のおしごとナビ」を

開設しました。 

実際に市内の施設で働く保育士さん等のインタビューも掲

載しております。ぜひご活用ください。 

       こちらからアクセスできます→ 


